
特定非営利活動法人 メ ドゥサン・デュ・モン ド ジャポン

定  款

前 文

本団体は、特定非営利活動促進法の条項のもとに設立される。

本団体は、人道的、非宗教的、及び非営利組織であり、人間の尊厳の尊重及び擁護に価値を置く。

本団体は、 1980年 に設立されたフランスのメ ドゥサン・デュ・モン ドと提携関係にある。

本団体は、人々の健康及び人間の尊厳に対する危機又は脅威を阻止するため、それらを明示す

る。

本団体は、その会員が人道的活動を行 うにあたって発見したこと、特に医療の利用を妨げる障害

の証人 となり、その行動を通 して人権に対する侵害を公に非難する。

第 1条 (名 称 )

本団体は、「特定非営利活動法人 メ ドゥサン・デュ 。モン ド ジャポン」と称 し、欧文名称を

「M6decins du Monde JapOn」 とする。

第 2条  (目 的)

本団体は、自然災害、集団惨禍、及び交戦状態の結果、危機又は社会からの排除に直面する世界

中の弱者を支援し、よリー般的には、内体的又は精神的苦痛に直面する世界及び日本の人々の救

援を行うことを目的とする。

第 3条 (活動の種類及び事業)

本団体は、特定非常利活動促進法第 2条の別表 1号保健、医療又は福祉の増進を図る活動、同 6

号災害救援活動、及び同 9号国際協力の活動に該当する活動を行い、その目的を達成するため次

の事業を行 う。

(a)医師、他の医療専門家及び組織 される使節団の目的に必要な技能を有するその他の人を、

出動 させる。

(b)災難下の人々のために、できるだけ迅速に、適切な効率性、技術、及び責任をもって救援

を行 うための、あらゆる人的又は自然の資源を動員する。

(c)本団体の目的達成を促進するためのあらゆる国家的又は国際的支援を求める。

(d)災難下の人々の救援活動において、国及び地域の政府並びに他の関連する国際救援機関と

協力 し、共同で事業を行 う。

(o)援 助を必要 とする人々を支援するため、世界のあらゆる地域に緊急救援隊を資力の範囲内

で派遣する。



会の表決により、理事を解任できる。

12.報酬及び手当

理事は、その職務のためにいかなる報酬も受領 しないが、理事会の決議によって、その出席が必

要又は有用とみなされる、理事会の会議又は他の会議若 しくは行事への出席にともな う交通費

の支給を受領することができる。ただし、理事が上記以外の立場で木団体に役務を提供 し、それ

につき報酬を受領することを妨げるものではない。

13.議事録

議事録には、理事会の会議の議題及び審議の結果を記録 し、理事長及び会議に出席 した 1名 以上

の理事が記名捺印又は署名する。

14.オブザーバー

理事長は、本団体の会員及び職員に、オブザーバーとして、理事会の会議へ出席することを依頼

することができる。

第 8条  (役職 )

1.理事の職務

理事会は、事務局長、会計役、及びその他の適当と思われる役職を、理事の中から任命できる。

2.事務局長

事務局長は、会員及びボランティアとの関係を管理するため、理事会の決定に関連するあらゆ

る職務を遂行する権限を理事会から完全かつ明示的に与えられる。

3.会計役

会計役は、理事会によつて別に定められない限 り、本団体の資金及び有価証券を保管する。会計

役は、すべての金銭及びその他貴重品を、理事会が指定する銀行及び口座に、 本団体の名義及

び勘定で寄託する。会計役は、理事会の命令に従って、本団体の資金から支出することができ

る。会計役は、収支に関する、完全かつ正確な計算書が維持 されるようにし、理事長及び理事会

が必要 とする時はいつでも、会計役 として処理 した業務及び本団体の財政状況についての計算

書をそれ らに提出する。会計役はその権限の一部を、職員に委任することができる。
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4.執行役員及び職員の選任



理事会は、本団体の目的を遂行するために、適切と思える条件のもと、執行役員及びその他職

員を任命できる。

第 9条 (事業報告書等)

毎年の年次理事会において、理事長及び会計役、又は理事の過半数によつて認証された、事業

報告書、財産 日録、貸借対照表及び活動計算書が提出される。理事会が選定 した独立の公認会

計士又は監査法人の監査意見を事業報告書等に添付する。事業報告書等の要約は、年次理事会

の議事録におさめられる。事業報告書等は、本団体の総会に提出され、その承認を受けた うえ、

本団体の記録に保管される。

第 10条  (監事)

1.人数、選任及び任期

監事 1名 以上が、総会で選任 される。その任期は、2年 とし、再選されることができる。本団体

の設立当初の監事は、別紙役員名簿のとお りとし、その任期は、本団体の設立登記の日から最初

の通常総会終結の時までとする。

2.権能

監事は、以下の職務を行 う。

(a)理事の業務執行の状況を監査すること。

(b)本団体の財産の状況を監査すること。

(c)前 2号に定める監査の結果、本団体の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定

款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄官庁に報告

すること。

(d)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。

(e)理事の業務執行の状況又は本団体の財産の状況について、理事会に意見を述べること。

3.辞任及び解任

監事は、別段の定めのない限り、いつでも辞任できる。本団体の主たる事務所に書面での辞表が

到達 した段階で、辞任は効力を発する。

理由がある場合、監事の選任の場合と同じ多数決及び定足数の要件に従って総会の表決により、

監事を解任できる。

4.報酬及び手当

監事は、いかなる報酬も受領 しないが、理事会の決議によつて、その出席が必要又は有用とみな

される、理事会の会議又はその他の会議若 しくは行事への出席にともなう交通費を受領するこ
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とができる。

第 11条  (名誉委員会)

理事会は、全理事の過半数によって採択された決議により、名誉委員会を置 くことができる。名

誉委員会は、本団体の目的及び信条に関心のある 12名 以下の著名な個人で構成 される。

理事会は、ときに応 じて、名誉委員会の会員数を増減したり、名誉委員会を解散したりできる。

理事会は、その裁量により、名誉委員会の空席を補充したり、名誉委員会の会員を解任できる。

名誉委員会の会員の任期は、理事会の定めるところにより2年とする。

理事会は、名誉委員会によって提案された候補者の中から、名誉委員会の議長を任命することが

できる。

名誉委員会は、ときに応 じて、政策の作成、企画の採択、本団体の振興、又は、本団体の 目的に

含まれるその他のあらゆる事項について、本団体に助言を与えた り、理事会に勧告をした りす

る。

名誉委員会は、本団体の業務執行における、理事会のいかなる権限も行使 しない。

第 12条  (会員)

本団体の会員は、以下の者から構成される。

(1)設立会員とは、本団体の設立に貢献した個人で、設立会員は理事会の定める年会費を納入し

なければならない。

(2)評議員とは、本団体の活動理念に賛同 しかつ深 く理解 し、日本の国内または日本以外の地域

で行われる木団体又は日本以外のメ ドゥサン・デュ。モン ドによつて組織された人道援助活

動に参加する意思 とそれを遂行する能力を持つ個人、又はその他、理事会が本団体の目的に

照らして適当と認める個人で、評議員は理事会の定める年会費を納入 しなければならない。

本団体においては、設立会員及び評議員をもって、特定非営利活動促進法で定められているところ

の社員 とする。

第 13条 (入会、退会及び除名 )

本団体に、評議員又は会員 として加入 しようとする者は、加入申込書を理事会に提出し、理事会

の同意を得なければならない。理事会は、正当な理由のない限り、本定款第 12条に規定される
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賃金規程

第1章: 総 則

第1条 (目  的)

この規定は、就業規則第 46条に基づき、従業員の給与に関する事項を規定する。

第2条 (適用範囲)

この規定は、就業規則第2条に定める社員に適用する。

第3条 (賃金の種類 )

従業員の賃金の種類は次の通りとする。

(1)基本給

(2)基準外賃金

(3)通勤手当

第2章  賃金計算及び支払方法

第4条 (計算期間)

賃金の計算期間は、毎月 1日から末日までを1か月として計算する。

第5条 (賃金の支払日)

1.賃金の支払日は、毎月25日 とする。

2.25日 以降月末までに入社した従業員の当月の賃金は、翌月の25日 に支払う。

3_前2項にかかわらず、従業員が退職又は解雇されたときは、本人又は権利者の請求のあつた日から7日 以

内に賃金を支払う。

第6条 (賃金の支払方法)

賃金は、原則として直接本人が指定した本人名義の金融機関の預金口座へ振込みによつて支払うものとする。

第7条 (賃金の控除)

次に掲げるものは、賃金から控除する。

(1)源泉所得税、住民税

(2)健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、介醸保険料

(3)その他、従業員代表との書面協定により賃金から控除することとしたもの

第8条 (中途入社・退職者並びに休職者及び復職者の賃金計算 )



賃金計算期間の途中に入社、退職、休職又は復職した場合は、その月の賃金を下記の算式により日割計算し

て支払う。

(基本給+諸手当)÷ lヵ 月平均所定労働日数 X出勤日

第 9条 (欠勤等の扱い)

欠勤、遅刻、早退及び私用外出をした場合の時間については、原則として、下記の計算式に従い、1日 又は1時

間当たりの賃金額に欠勤、遅刻、早退及び私用外出の合計時間数を乗じた額を差し引くものとする。ただし、賃

金計算期間の全部を休業した場合は、賃金月額のすべてを支給しないものとする。

(1)遅刻・早退・私用外出等の控除

基本給÷1カ 月平均所定労働時間 X不就労時間数

(2)欠勤控除

基本給÷lヵ月平均所定労働日数X不就労日数

第 10条 (休暇体業等の賃金)

年次有給休暇及び就業規則第 17条 (特別休暇)に定める特別体暇の期間は、所定労働時間労働したときに支

払われる通常の賃金を支給する。

第3章  基本給

第 11条 〈基本給 )

1.基本給は、従業員ごとに、学歴、勤務経験、職務内容、職務遂行能力、勤続年数を考慮して定める。

2.基本給には、lヶ 月あたり30時間に相当する割増賃金が含まれているものとする。

第4章 基準外賃金

第 12条 (割増賃金)

1.所定労働時間を超え、かつ、法定労働時間を超えて労働した場合には、時間外労働割増賃金を、法定の体

日に労働した場合には休日労働割増賃金を、深夜(午後 10時から午前5時までの間)に労働した場合には深夜

労働割増賃金を、それぞれ以下の計算により支給する。

時間外労働

割増賃金

算 定 基 準 賃 金
X■25X時間外労働時間数

月平均所定労働時間

休日労働割増賃金
算 定 基 準 賃 金

X■35X休 日労働時間数
月平均所定労働時間

深夜労働

割増賃金

算 定 基 準 賃 金
XO.25X深夜労働時間数

月平均所定労働時間

2.当 月の割増賃金は翌月の賃金支払日に支払う。



第5章 諸手当

第 13条 (通勤手当)

公共交通機関を利用して通勤する者に対しては、定期券と実費請求額のいずれか小さい額を非課税限度内に

おいて支給する。ただし、その経路は合理的に最短の経路であつて、団体が認めたものに限る。

第 14条 (資金の改定)

1.基本給及び諸手当等の賃金の改定については、原則として毎年 1月 に行うこととし、改定額については、団

体の業績及び従業員の勤務成績等を勘案して各人ごとに決定する。

2.前項のほか、特別に必要があるときは、臨時に賃金の改定を行うことがある。

付  則

この規定は、平成 22年 4月 1日 より適用する。



書式第 17号 (法第55条関係)

特定非営利活動促進法第 54条第 2項第 3号に定める事項を記載した書類

法人名
特定非営利活動法人

メドゥサン・デュ 。モンド ジャポン
事 業 年 度 2019年 1月 1日 ～2019年 12月 31日

1 資金 に関す る事 項 [①収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項]

※ 丸数字は、特定非営利活動促進法第 54条第 2項第 3号に定める事項の詳細について規定 している特定非営利活動

(1)収益の源泉別の明細

(2)借入金の明細

′土
lロ 入 先 金    額

該当なし 円

円

円

円

円

〈
口 計 円

(3)その他

該当なし

収 益 源 泉 の 内 訳 金    額

寄付金収入

補助金等収入

収益事業収入

雑収入 (受取利息・謝礼・足代・為替差益)

会費収入

164,571,397円

105,849,551F[]

816,250円

295,809円

225,000円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

/ヽ
ロ 計 271,758,007円

促進法施行規則第 32条第 1項各号に対応 しています。以下同じです。



2 資産の譲渡等の内容に関する事項 [②資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項]

(1)資産の譲渡に係る料金及び条件等

譲 渡 資 産 の 内 容 料 金 条  件  等

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

(2)資産の貸付けに係る料金及び条件等

貸 付 資 産 の 内 容 料 金 条  件  等

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

(3)役務の提供に係る料金及び条件等

役 務 の 提 供 の 内 容 料 金 条  件  等

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円



3 取引の内容に関する事項 [③次に掲げる取引先、取引金額その他その内容に関する事項 イ 収益の生ずる取引
及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ
第一順位から第五順位までの取引 口 役員等との取引]

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

譲 渡

年月 日
譲 渡 価 格 譲渡資産の内容等

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

(1)収益の生ずる取引の上位 5者

(2)費用の生ずる取引の上位 5者

(3)役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の親族等との取引
イ 資産の譲渡 (棚卸資産を含む。)

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等

44,271,971円 民間助成金

41,114,000円 寄付金

29,461,627円 葛鋤成金:究多
17,603,907円 民間助成金

3,675,300円 民間助成金

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等

49,494,634円
フランス本部での 2019年人道支援

活動費への充当及び立替経費

5,909,829 FI] 路上募金活動

4,325,600F[] 事務所家賃

3,835,730円 人道支援活動海外航空券代

3,152,000円 路上募金活動



ロ 資産の貸付け (金銭の貸付けを含む。)

ハ 役務の提供 (施設の利用等を含む。)

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

貸 付

年月 日
対 価 の 額 譲渡資産の内容等

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

役務の提

供年月 日
対 価 の 額 役務提供の内容等

H.31.1.8

H.1.1.17

102,000円
ラオス事業写真動画撮影

及び編集

円

円

円

円

円

円

円

円

円



4 寄附者に関する事:項 [④寄附者 (役員、役員の親族等で、当該法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が
20万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月 日]

5 給与の総額等に関する事項 [⑤給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項]

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

41人 69,856,782円

氏 名 寄 附 金 額 受 領 年 月 日

1,034,564円

円

円

円

円

2019.12.28

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円



6 支出した寄附金に関する事項 [⑥支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日]

7 海外への送金等に関する事項 [⑦海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並び

にその実施日]

実  施  日 使 途 金   額

別 紙 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

支出年月 日 支出先の名称 所 在 地 寄附の目的等 支出した寄附金額

令和 1年 9

月 27日

令和 1年 12

月 17日

令和 1年 12

月 31日

令和 1年 3

月 31日

令和 1年 3

月 31日

医療支援事業

医療支援事業

医療支援事業

医療支援事業

医療支援事業

11,914,000円

18,324,000円

18,376,500円

260,400円

657,000円

円

円

円

円

円

〈
ロ 計 円



別紙

海外へのi基金費争に僕]する雪コ頁

実 施 日 使    途 金   額

平成 31年 1月 22日 Md面
“

du Mぬ

“

USA立替経費 56,451円

平うえ31年 1月 22日 ラオスでの医療支援事業 3,407,102円

平成 31年 3月 22日 バングラディッシュでの難民支援事業 1,412,775円

平うえ31年 3月 22日 Md面
“

du M∞

“

F‐■∝ 医療支援事業 28,548,∝Ю円

平成 31年 3月 25日 Medeo■sdu Mm“ B崚典m医療支援事業 101,500円

平成 31年 3月 22日 Md面
“

du Mon“ Fロコ∝立替経費 545,2%円

平成 31年 4月 26日 スリランカでの医療支援事業 360,189円

冷■11年 5月 27日 スリランカでの医療支援事業 986,659円

冷千口1年 5月 27日 ラオス現地プロジェクト費用 3,237,348円

令和 1年 5月 27日 バングラディッシュでの難民支援事業 5,893,020円

令和 1年 7月 3日 スリランカでの医療支援事業 483,075円

令和 1年 7月 31日 スリランカでの医療支援事業 295,350円

令和 1年 9月 3日 スリランカでの医療支援事業 591,743円

令和 1年 9月 27日 Med面
“

du MOnde Fml∝ 医療支援事業 11,914,∝Ю円

令和 1年 9月 27日 スリランカでの医療支援事業 319,168円

令和 1年 12月 5日 Md∝�sdu M∞

“

France医療支援事業 18,324∝Ю円

令和 1年 12月 5日 スリランカでの医療支援事業 989,355円

令和 1年 12月 17日 スリランカでの医療支援事業 3,322,185円



法人名 特定非営利活動法人メドゥサン・デュ。モンド ジャポン チェッタ欄

3運営組織及び経理に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の1以下であること

(1}役員及びその親族等

(2 特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等
口 各社員の表決権が平等であること

ハ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又は帳簿書類の備付け、取引の記録及び

帳簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること
二 支出した金銭の費途が明らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

イ

項  目

区  分

役員数

最も人数が多

い 嘲族等」の

グループの人

数

割 合

(②÷①

最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の親

族等」のグループの人数

割
△

(④―③

① ② ③ ④ ⑤

④

自平成

至平成

31年 01月 01日
31年 12月 31日 14人 0人 0% 0人 0%

⑤

◎

①

◎

申 請 時

住 1)

(注 2)

各欄の人数等は、第3表付表1「役員の状況」から転記してください。

③吸α〕こついて|よ 小数点以下第2位を切り捨てた数値を記載してください。

(例)33. 333・ ¨% →  33. 3%

ロ

各社員の表決権が平等である ③ ⑮ ◎ ① ◎ 申 請 時

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

書式第7号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 3表 ) (初葉)

(注意コQ
・ 認定基準等チェック表 (第 3表)は、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時においても記載及び添

付する必要があります。その場合、上記口の記載の必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項について、

添付を省略することができます。

上記を証する書類の名称とその内容等



ハ

O該当する項目を0で囲み、監査証明書又は第3表付表2「根麻組饉の状況」を添付してください。

項
曰

】 ④ ⑤ ◎ ① ◎ 申 請 時

会計について公認会計士又は監査法人の監査

を受けている いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

帳簿書類の備付け、取引の記録及び帳簿書類の

保存を青色申告法人に準じて行つている いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

項
曰

【 ③ ⑤ ◎ ③ ◎ 申 請 時

費途が明らかでない支出がある、帳簿に虚偽の

記載がある等の不適正な経理の有無

′
~ヽ

有・曜リ 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

第3表 (次葉)

∝意申Q
認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第5条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に配載した事項について、改

めて記載する必要はありません。

「認定基準等チェック表」(第 3表)記載要領

○ 二において、「費途が明らかでない文出」とは、法人が費用として支出した金額のうち、その費途を確認することができないも

のをいい、法人が名目に関わらず支出した金銭でその費途が明らかでないものが、これに当たります。 なお、意図的にその支出先を

明ら力ヽ こしない支出がある場合も、当然に「費途が明らかでない支出」があることになり、認定を受けることはできません。

項 目 記 載 要 領 注 意 事 項

イの各欄 区分欄の「①」から「◎」欄には、実績判定期間の各事

業年度 (又は各年)を記載します。

第3表付表lf役員の状況」を記載して、「①」、「②」及

び「④」の各欄に該当する人数を転記します。

口の各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

「上記を証する書類の名称とその内容等」欄には、例え

|よ 「定款 (又は会員0第○条に正会員の表決権 (又は議決

種)は平等に一票を与えると規定」のように記載します。

)\a&m 該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「①」から「◎」については、上記イに記載する各

期間 (「④」から「◎」)を示したものです|。

① 「会計について公認会計士又は監査

法人の監査を受けている」の [はしさL
」二」:Ω上_1`上壕造:笙上垂塞嚢璽星董:生:杢

付してください。_

② 「帳簿書類の備付け、取引の記録及

び脹簿書類の保存を青色申告法人に準

じて行っている」の」 まし」 に「o」

した場合には、第 3表付表 2「椰 覇咀

し添付してくだ しヽ

二の各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「④」から「◎」については、上記イに記載する各

期間 (「④」から「◎」)を示したものです|。

記載要領の補足



書式第8号 (法第44条・51条・58条関係)

役 員 の 状 況

オスタン・ガエル

マ リークリスフ 理事長 ○

第 3表付表 1

就任

平■212年 10月 Ю日

法人名
特定非営利活動法人

メト
・

ゥサン・テ
ヾ
ュ・そント'シ・ャホ

・ン
① ⑤ ◎ ① ◎ 申 請  時

役  員  数 14人

0人

0人

大浦 紀彦

理 事 ○

恵U壬

零或17年3月 Z日

興座 聴 蘭壬

1城 12年 10月 10日理 事 ○

役 員 の 内 訳

就 任 等 の 状 況

氏  名 住  所 職名 続柄等
④ ⑮ ◎ ① ◎ 申請時

就任・退任

年月日

パ トリック・

ダヴィッド 理事 ○

就性

羽成17年 3月 2日

川越 昌子

理 事 ○

調壬

1うえ18年3月 16日

退壬羽戎31年 3月 9

日

磯村 尚徳

理事 ○

就任

羽成19年3月 2日

山田 信幸

理 事 ○

就睡

羽或19年 3月 2日

寺島 左和子
理事 ○

測壬

羽載D年3月 即 日



森川 すいめい

理 事 ○

就任

羽戎25年 3月 ∞日

フィリップ

グルペラ 監事 ○

就任

羽或2年3月 14日

犬塚 直史

理事 ○

就任

滅 ∞年3月 17日

瀬古 篤子

理事 ○

恵U壬

羽支∞年3月 17日

石原 恵

理事 ○

就任

平成31年 3月 9日

佐藤 直 就任

平成‐31年 3月 9日理 事 ○

(注)M酬 とは、メドゥサン・ドゥ。モンド フランス を意味す る。

(注意事項)

認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事

項について、添付を省略することができます。



法 人 名 特定非営利活動法人メ ドゥサン・デュ・モン ド ジャポン

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 記帳の時期 保存期間

総勘定元帳 会計ソフト (弥生会計)使用

ルーズリーフ

都度 7年

仕訳 日記帳 会計ソフト (弥生会計)使用

ルーズリーフ

都度 7年

現金出納帳 エクセル使用

ルーズリーフ

都度 7年

預金出納帳 エクセル使用

ルーズリーフ

都度 7年

固定資産台帳 エクセル使用

ルーズリーフ

都度 7年

給与台帳 糸合与ソフト (弥生給与)使用

ルーズリーフ

月 1回 7年

帳 簿 組 織 の 状 況 第 3表付表 2

記載要領

・ 「左の帳簿等の形態」欄は、例えば「3枚複写伝票」、「ルーズリーフ」、「装丁帳簿」のように記載します。

・ 「記帳の時期」欄は、「毎日」、「一週間ごと」のように記載します。

③ 認定有効期間内に2回 目以降の申請を行う場合には、添付の必要はありません。



法人名 特定非営利活動法人メドゥサン・デュ 。モンド ジャポン チェック欄

4 事業活動に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 宗教活動又は政治活動等を行つていないこと

口 役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法人

と当法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当法人

の財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う者、上

記イの活動を行う者又は特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうち特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が80%以上で

あること

二 実績判定期間における受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活動の事業費に充てていること

イ

項 目 ④ ⑥ ◎ ① ◎ 申罰罰寺

宗教の教義を広め、儀式を行い、及

び信者を教化育成する活動 有

′
~ヽ

∪ 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

政治上の主義を推進し、支持し、又

はこれに聯 る活動 有
^ω 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

特定の公職の候補者若しくは公職に

ある者又は政党を推薦し、支持し、

又はこれらに反対する活動

有 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

ロ

項
日

】 ③ ⑤ ◎ ③ ◎ 申罰馴寺

役員の職務の内容、戦員に対する給与の支給の状況、当法人とその

活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に対する報酬の支

給の状況等に照らして、当法人の役員に対する報酬の支給として過

大と認められる報酬の支給その他役員等に対し報酬又は給与の支給

に関して特別の利益の供与の有無

⌒

有・(無 】
ヽ_′

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当該資産の

その譲渡の時における価額に比して著しく過少と認められる資産の

譲渡その他役員等又は役員等が支配する法人と当法人の間の資産の

譲渡等に関して特別の禾1比この供与の有無

⌒

有・燿ノ́

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事業の運営

に関して特別の利益の供与の有無 有・〇
営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は特定の公

職の候補者若しくは公職にある者に対する割附の有無
有・海i、

ヽ_′

書式第10号 (法第44条・51条・58条段諮系)

認定基準.等チエック表  (第 4表 ) (初葉)

礎意¬Q
・ 「認定基準等チェック表 (第 4表)」 |よ、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時においても記載

及び添付する必要があります。その場合、「認定基準等チェック表 第4表 (次コD(ハ及び二)」 の記載及び添付の必要はありま

せん。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第関条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項につい

て、添付を省略することができます。

⌒

ω



法人名 特定非営利活動法人メドゥサン・デュ。モンド ジャポン チェック欄

5 次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除きこれをその事

務所において閲覧させること

イ 特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等、役員名簿及び定款等

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

二 役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他一定の事項

等を記載した書類

へ 助成の実績並びに海外送金等の金額及び使途並びにその予定日を記載した書類

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除きこれをそ

の事務所において閲覧させることに同意する。

米閲覧に関する剰隕Il ep槻則D等がある場合にlよ そ¢凛眠!1(社内頻潰:D等を添付してくださヤ、

同 思

〇 しない

イ

① 事業報告書等 (事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書、年間役員名魚 社員のうち10人以上の者の

氏名及び住所又は居所を記した書iD

② 役員名簿

③ 定款等 (定款、認証書の写し、登記事項証明書の写し)

ロ 各認、定基轄 に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

割射金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ

次の事項を記載した書類

① 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項

② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項

③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項

・ 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位5者との取引

・ 役員、社員、職員若しくは寄付者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特殊

の関係のある者との取引

④ 寄附者 (役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又|ま役員と特殊の関係のある者で、当該法人に対する

寄附金の額の事業年度中の合計額が加万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月

日

⑤ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

⑥ 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日

⑦ 海外への送金又は金£ン)持出しを行った場合 (その金額が2∞ 万円以下の場合に限る。)におけるその金額及び

使途並びにその実施日

① 助成金の支給を行った場合に事後に所轄庁に提出した書類の写し

② 海外への送金又は金銭の持出し (その金額が2(Ю 万円以下のものを除く。)を行う場合には事前に又は災害に対

する援助等緊急を要する場合には事後に所轄庁に提出した書類の写し

書式第 13号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 5表 )

(注意事可D
・ 認定基準等チェック表第 5表は、法第5条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に記載及び添付する必要が

あります。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、添付の必要はありません。



書式第 14号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 6、 7、 8表 )

法人名 特定非営利活動法人メドゥサン・デュ。モンド ジャポン

認定基準等チェック表  (第 6表 )

認定基準等チェック表  (第 7表 )

認定基準等チェック表  (第 8表 )

8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後 1年を超える期間が経過し

ていること

チエノタ欄

事業年度 月  日～ 月  日 設立年月日 平成 年 月 日

∝意¬Q
・ 法第関条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に当たっては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)

は、記戦する必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)の記載の必要はありません。また、法

第5条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項について、改めて記載する必要はありません。

6 実績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等及び役員

名簿並びに定款等を同法第29条の規定により所轄庁に提出していること

たック欄

特定非営利活動促進法第 28条に規定する事業報告書等及び役員名簿並びに定款等の所轄庁への提出の有無

③ ⑤ ◎ ③ ◎

有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

7 法令又I書去令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利

益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

チック欄

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する

事実の有無

④ ⑮ ◎ ① ◎ 申 請 時

有 。① 有 盛
か

有 鉦
ヽ

有 ・ 無 有 征
ヽ

有 ・ 無

〇 認定基準等チェック表 (第 7:記|は、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に記載及

び添付する必要があります。



書式第15号 (法第44条・51条・58条関係)

欠格事由チェック表

法人名 特定非営利活動法人 メドゥサン・デュ・モンド ジャポン チェッタ欄

認定、仮認定又は認定の有効期間の更新の基準にかかわらず、次のいずれかの欠格事由に該当する法人

は認定、仮認定又は認定の有効期間の更新を受けることができません。
1 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合

イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は仮認定特定非営利活動法人が仮認定を取り消された場

合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前1年内に当該認定特定非営利活動法人又は当該仮認定

特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの日から5年を経過しないもの
口 1禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しな
い者

ハ 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法204条等 。ヨⅢ■1)

若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことによ

り、罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
二 暴力団の構成員等 ●申陣2)

2 認定又は仮認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人
3 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人
4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人 (2

=ュ

_』二塁Z定二』」堕重望≧宣効塑□□l`⊇唾菫」Z≧皇壼堕111菫,_亘醒ヨ麹□理1量笠墾二重菫」重」豊」Ll=麹税証國日」L」L【≦Z≧
`Ll」

」LLEL三
E:」 :蜃」瞳出盟堕理菫菫重□匹!菫]」[1曇」とL:≧菫菫:±」と』:L堕:1:』壺型L塑望」:L:」塁る」塵1四Ш塑」□ig≧歴:士」」」」21塁塁と二塁:上菫[主 )。

5国 税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人

6 次のいずれかに該当する法人
イ 暴力団
口 暴力団又は暴力国の構成員等の統制下にある法人

役員のうち、次のいずれ力ヽ こ該当する者の有無

認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は仮認定特定非営和活動去人が仮認定を取

り消された場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前 1年内に当該認定特定非

営利活動法人又は当該仮認定特定非営和括動法人のその業務を行う理事であった者でその取消し

の日から5年を経過しない者の有無

有・①

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなつた日から5

年を経過しない者の有無
有・〇

特定非営禾I括倒混進法若しくは暴力団員による不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑

法第χ4条等若しくは暴力行為等処銅法α罪を犯したことにより、又は国8場ξしくは■じ与税に段け

る法律に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受けるこ

とがなくなつた日から5年を経過しなし

'争

の有無

有・①

暴力団の構成員等の有無 有・①

いヽl:1, "(tつ
一 認定又は仮認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人

いヽ えは い ・定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人一
〇

4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過

しなし法人

はい

耐
議

認定、仮認定又は認定の有効期間の更新の申請時に、上聾4に係登函整型基量量豊22L塗菫」菫二 E2」二重堕塑国堕l]F

tza4) trtll.関係都道府 ら交付を受けた ること

(注 1)その他の事務所がある場合は、その他の事務所所在の滞納処分に係る納税証明書も添イ寸すること

(注 2)役員報酬規程等提出書には添付不要

は い
。 \1, ',i

国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人＾
Э

次のいずれかに該当する法人

暴力団 は い ・ )いえ

暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人 Irr..6.il

/
げ

\1,.i

イ

ロ


